
第16回議会改革特別委員会 
 

日時：令和８年３月12日（木）  
                       一般質問終了後 

場所：委員会室２        
  
 
【 議 事 日 程 】 
第１ 閉会中の継続審査に関する件について 
 
第２ 中間報告の申し出について 
 
第３ その他 
 
 
 

 





議会報告会の見直しについて（案） 

 

１ 見直しの目的 

北本市議会基本条例第１１条に基づき、市政の諸課題を市民と共有し、議会活動に対

する市民の意見を的確に把握するとともに、市政への反映をより確実なものとする。 

 

議会基本条例     
 

 

2 現状と課題 

現状 説明の時間が長く、また参加者が発言しやすい環境となっていない。 

年 4 回の開催を維持しているが、いただいた意見の精査や具体的な政策

立案・提言への反映（サイクル）が十分に機能していない。 

課題 「聴くだけ」の報告会から脱却し、市民の意見を調査・研究し、責任を持って

市政にフィードバックする体制の構築が急務である。   
３ 見直しの骨子 

開催回数を精査することで生まれたリソースを、「意見の反映」と「双方向の対話」の

深化に充当する。 

項目 見直し内容 狙い 

開催回数 年４回→年２回（予算・決算後） 意見に対する調査・研究・市

政反映への期間を確保する。 

第１部（報告） 説明の簡素化 市民に関心の高い項目を短

時間でわかりやすく伝える。 

第２部（意見交換） ワークショップ形式の導入 少人数グループ等の発言し

やすい環境へ改善する。 

その他 

（広報広聴の充実） 

委員会別意見交換会、イベント

ブース出展等の検討 

委員会で設定したテーマに関

する意見交換会や、イベント

出展でのアンケートなど、よ

り深く、多様な層の意見を拾

い上げる。 

 

 

（議会報告会） 

第 11 条 議会は、市民に対する説明責任を果たすとともに、市民との意見交換を通して多様な

課題の解決に取り組むために、議会報告会を開催するものとする。 



議会報告会（年２回）の流れ 

 

①意見を広報広聴委員会で各委員会に振り分け 

 

②委員会内で調査、確認、担当課へ照会 

 

③広報広聴委員会へ報告 

 

④次回報告会で回答 

 

 

４ 今後の展開 

年 2 回の全体報告会を基盤としつつ、委員会単位での意見交換会など、より専門的

な広聴の機会を創出することを理想の姿として目指す。 



ｃ

スマホで３分、 を選ぶだけ！

ｃ

北本市のミライ、
議員は何人が

“理想”ですか？

人口減少に
応じて削減

多様な声を拾う
ために増員

現状を維持

北本市議会事務局 ℡ 048-594-5560

選択肢

ちょー簡単だからやってみて！

令和8 年4 月1 日 ～4 月3 0 日 まで水 木


